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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 1 0 月 3 0 日 ( 2 0 2 4 . 1 0 . 3 0 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 式 ( I ) の 化 合 物 又 は そ の 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 ：
【 化 １ 】

( 式 中 、
　 R 1 は 、 独 立 し て 、 - R 4 、 - O H 、 - O R 4 、 - O ( C O ) R 4 、 リ ン 酸 一 水 素 、 - F 、 - C l 、 - B r 、 及  
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び 、 - I か ら 選 択 さ れ ；
　 n は 、 0 、 1 、 2 、 3 又 は 4 か ら 選 択 さ れ ；
　 R 2 は 、 C ( x H ) 3 で あ り ；
　 R 3 は 、 C ( x H ) 3 で あ り ；
　 各 R 4 は 、 独 立 し て 、 C 1 ～ C 4 ア ル キ ル か ら 選 択 さ れ ；
　 各 x H は 、 独 立 し て 、 プ ロ チ ウ ム 又 は 重 水 素 で あ り ； 及 び
各 y H は 重 水 素 で あ り
　 こ こ で 、 化 合 物 中 の C ( x H ) 3 部 分 に お け る 重 水 素 ： プ ロ チ ウ ム の 比 は 、 水 素 中 に 天 然 に
見 ら れ る 比 よ り も 大 き く 、
こ こ で 、 R 2 及 び R 3 の 一 方 又 は 両 方 が 、 C D 3 で あ る ) 。
【 請 求 項 ２ 】
　 R 1 が 、 独 立 し て 、 - O R 4 、 - O ( C O ) R 4 、 リ ン 酸 一 水 素 、 及 び 、 - O H か ら 選 択 さ れ 、 好 ま  
し く は 、 R 4 が メ チ ル で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ３ 】
　 n が 、 1 、 2 、 3 又 は 4 で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ４ 】
　 n が 1 で あ り 、 任 意 で 、 R 1 が 4 - 位 又 は 5 - 位 に あ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載  
の 化 合 物 。
【 請 求 項 ５ 】
　 n が 0 で あ る か 、 又 は
　 n が 1 で あ り 、 R 1 が 、 5 - メ ト キ シ 、 5 - ブ ロ モ 、 4 - ア セ ト キ シ 、 4 - リ ン 酸 一 水 素 、 4 - ヒ  
ド ロ キ シ 、 及 び 、 5 - ヒ ド ロ キ シ か ら 選 択 さ れ る
請 求 項 １ に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ６ 】
　 R 2 及 び R 3 が 両 方 と も C D 3 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ７ 】
　 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 の 形 態 で あ り 、 好 ま し く は 、 前 記 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 が フ マ ル  
酸 塩 で あ る 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ８ 】
　 n が 0 で あ り 、 及 び 、
　 化 合 物 が 、 遊 離 塩 基 と し て 1 モ ル 当 た り 1 8 8 . 9 ～ 1 9 6 . 3 グ ラ ム 、 又 は 遊 離 塩 基 と し て 1  
モ ル 当 た り 1 8 9 . 2 ～ 1 9 6 . 3 グ ラ ム 、 好 ま し く は 遊 離 塩 基 と し て 1 モ ル 当 た り 1 9 4 . 3 ～ 1 9  
6 . 3 グ ラ ム の 分 子 量 を 有 す る 、 請 求 項 １ 及 び ５ ～ ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 ９ 】
　 n が 1 で あ り 、 R 1 が 5 - メ ト キ シ で あ り 、 及 び 、 化 合 物 が 遊 離 塩 基 と し て 1 モ ル 当 た り 2 2  
4 . 3 ～ 2 2 6 . 4 グ ラ ム の 分 子 量 を 有 す る ； 又 は
　 n が 1 で あ り 、 R 1 が 5 - ヒ ド ロ キ シ で あ り 、 及 び 、 化 合 物 が 遊 離 塩 基 と し て 1 モ ル 当 た り  
2 1 0 . 3 ～ 2 1 2 . 3 グ ラ ム の 分 子 量 を 有 す る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 化 合 物 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ( a )  請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 又 は そ の 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 で あ る  
第 一 の 化 合 物 、 及 び
　 ( b )  第 二 の 化 合 物 で あ っ て 、 ( i ) 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 又 は そ の  
薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 ( 但 し 、 y H の 同 一 性 及 び ／ 又 は R 3 の 同 一 性 に よ っ て 第 一 の 化 合 物  
と は 異 な る 、 こ こ で 、 y H は 独 立 し て プ ロ チ ウ ム 又 は 重 水 素 で あ る ) ； 又 は ( i i ) 各 x H 及 び y

H が 水 素 を 表 す こ と を 除 い て 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 又 は そ の 薬 学  
的 に 許 容 さ れ る 塩 ； の い ず れ か で あ る 第 二 の 化 合 物
を 含 む 、 組 成 物 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 、 又 は 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 組 成 物 を 、 薬 学  
的 に 許 容 さ れ る 賦 形 剤 と 組 み 合 わ せ て 含 む 、 組 成 物 。
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【 請 求 項 １ ２ 】
　 医 薬 品 と し て 使 用 す る た め の 、 請 求 項 ３ ～ ７ 及 び ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 、 又  
は 医 薬 品 と し て 使 用 す る た め の 、 請 求 項 １ ０ あ る い は １ １ に 記 載 の 組 成 物 ； 又 は 、 サ イ ケ  
デ リ ッ ク 支 援 心 理 療 法 に お い て 使 用 す る た め の 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化  
合 物 又 は 請 求 項 １ ０ あ る い は １ １ に 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 患 者 の 精 神 障 害 又 は 神 経 障 害 の 治 療 方 法 に お い て 使 用 す る た め の 、 請 求 項 ３ ～ ７ 及 び ９
の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 化 合 物 、 又 は 請 求 項 １ ０ あ る い は １ １ に 記 載 の 組 成 物 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 精 神 障 害 又 は 神 経 障 害 が 、 ( i ) 強 迫 性 障 害 、 ( i i ) う つ 病 性 障 害 、 ( i i i ) 統 合 失 調 症 、 ( i v )  
統 合 失 調 症 性 障 害 、 ( v ) 不 安 障 害 、 ( v i ) 物 質 乱 用 、 及 び ( v i i ) 意 欲 消 失 障 害 か ら 選 択 さ れ 、  
好 ま し く は 、 前 記 障 害 が （ ｉ ） 大 う つ 病 性 障 害 、 又 は 、 （ i i ） 治 療 抵 抗 性 う つ 病 で あ る 、  
請 求 項 １ ３ に 記 載 の 使 用 の た め の 化 合 物 又 は 組 成 物 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 化 合 物 又 は 組 成 物 の 経 口 投 与 を 含 む 、 請 求 項 １ ３ 又 は １ ４ に 記 載 の 使 用 の た め の 化 合 物  
又 は 組 成 物 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 式 ( I ' ) の 化 合 物 又 は そ の 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 を 合 成 す る 方 法 で あ っ て ：
【 化 ２ 】

　 式 ( I I ) の 化 合 物 又 は そ の 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 を 、 L i A l D 4 と 反 応 さ せ る こ と を 含 む 、  
方 法
【 化 ３ 】

( 式 中 、
　 R 1 ' は 、 独 立 し て 、 - R 4 、 - O P R 、 - O R 4 、 - F 、 - C l 、 - B r 、 及 び 、 - I か ら 選 択 さ れ ；
　 P R は 保 護 基 で あ り ；
　 n は 、 1 、 2 、 3 、 及 び 4 か ら 選 択 さ れ ；
　 R 2 は 、 C ( x H ) 3 で あ り ；
　 R 3 は 、 C ( x H ) 3 で あ り ；
　 各 R 4 は 、 独 立 し て 、 C 1 ～ C 4 ア ル キ ル か ら 選 択 さ れ ；
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　 各 x H は 、 独 立 し て 、 プ ロ チ ウ ム 又 は 重 水 素 で あ り ； 及 び
各 y H は 、 重 水 素 で あ り ；
　 こ こ で 、 式 ( I ' ) の 化 合 物 中 の C ( x H ) 3 部 分 に お け る 重 水 素 ： プ ロ チ ウ ム の 比 は 、 水 素 中  
に 天 然 に 見 ら れ る 比 よ り も 大 き く 、
R 2 及 び R 3 の 一 方 又 は 両 方 が 、 C D 3 で あ る ) 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 0 . 8 ： 1 ～ 1 ： 1 の L i A l D 4 ： 式 ( I I ) の 化 合 物 の 比 が 使 用 さ れ る 、 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 方  
法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 式 ( I ) の 化 合 物 を 合 成 す る 方 法 で あ り 、 該 方 法 が  
、 R 1 ' が O P R で あ る 場 合 、 保 護 基 P R を 除 去 し 、 及 び 任 意 で 、 得 ら れ た ヒ ド ロ キ シ ル 基 を  
、 - O R 4 、 - O ( C O ) R 4 、 又 は リ ン 酸 一 水 素 に 変 換 す る こ と を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ ６ 又 は  
１ ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 式 ( I ) の 化 合 物 を 酸 性 試 薬 と 反 応 さ せ て 、 式 ( I ) の 化 合 物 の 薬 学 的 に 許 容 さ れ る 塩 を 製 造  
す る こ と を さ ら に 含 み 、 好 ま し く は 、 前 記 酸 性 試 薬 が フ マ ル 酸 で あ る 、 請 求 項 １ ８ に 記 載  
の 方 法 。
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